
                         

 

同時発表：農林水産省・環境省 

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ２ ３ 日 

水管理・国土保全局下水道部 

 

汚水処理人口普及率が９０％を突破しました！ 

～汚水処理施設の未普及地域解消に向けて～ 

 

国土交通省、農林水産省、環境省の合同で、各々が所管する下水道、農業集落排水施設等、浄化槽等による

汚水処理の普及状況を調査した結果、平成２８年度末における全国の汚水処理人口普及率は９０．４％となり、

平成８年の調査開始以来初めて９０％を超えました。 

 

１．汚水処理人口普及率 

国土交通省、農林水産省、環境省は、各々が所管する下水道、農業集落排水施設等※１、浄化槽等※２の汚水処理

施設の普及状況を合同で調査し、人口で表した統一的な指標である汚水処理人口普及率を毎年公表※３しています。 

平成２８年度末における全国の汚水処理施設の処理人口は、１億１,５３１万人となり、これを総人口に対する

割合でみた汚水処理人口普及率は９０．４％（平成２７年度末 ８９．９％）と、平成８年の調査開始以来初めて

９０％を超えました。一方で、未だに約１，２００万人が汚水処理施設を利用できない状況にあり、特に人口５

万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は７８．３％にとどまっています。（資料１） 

※１：農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設 

※２：浄化槽、コミュニティ・プラント 

※３：平成２２年度以降の調査結果は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村を除いた集計データを用いています。 

 

２．処理施設別、都道府県別の普及状況 

 処理人口を各処理施設別にみると、下水道によるものが９,９８２万人（普及率７８．３％）、農業集落排水施

設等によるものが３５２万人（同２．８％）、浄化槽によるものが１，１７５万人（同９．２％）、コミュニティ・

プラントによるものが２２万人（同０．２％）でした。（資料１） 

都道府県別の普及状況では、上位３位は東京都（９９．８％）、兵庫県（９８．７％）、滋賀県（９８．６％）、

下位３位は徳島県（５８．９％）、和歌山県（６２．２％）、大分県（７４．９％）となっています。（資料１） 

汚水処理施設の整備は、地域の実情に応じた整備方法、整備スケジュール等を設定した「都道府県構想」（資料

２）に基づき、各地方公共団体が効率的、効果的に実施しており、国は引き続き、汚水処理施設の未普及地域早

期解消に向けた支援を推進してまいります。 

 

注）資料１,２は国土交通省、農林水産省、環境省の合同発表資料、資料３，４は国土交通省独自発表資料です。 

（お問い合わせ先） 

【下水道】 

◆国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 事業マネジメント推進室 

課長補佐 村岡 正季（内線３４－２３２）、榊原 悠司（内線３４－２３８） 

代表 ０３－５２５３－８１１１ 直通 ０３－５２５３－８４３１  ＦＡＸ ０３－５２５３－１５９７  
 
【農業集落排水施設等】 

◆農林水産省 農林振興局 整備部 地域整備課 農村資源循環班 担当者：茂田、赤岸 

代表 ０３－３５０２－８１１１（内線５６１５） 直通 ０３－６７４４－２２０９ 
 
【浄化槽等】 

◆環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 担当者：井上、多田 

代表 ０３－３５８１－３３５１（内線７８７０） 直通 ０３－５５０１－３１５５ 

 

 


